
１ 平成２９年度に向けた主な組織案の概要 

 

１ 中部地震からの復興  

○中部地震からの一日も早い復興と、震災前にも増して一層力強い地域づくりを進めるため、被

災住宅の支援をはじめとする復興の取組を迅速かつ強力に展開する体制を整備。 

 

○中部地震の経験を踏まえ、福祉避難所など災害時における要支援者への支援を一層迅速かつ的

確に進めるため、危機管理局の体制を強化。 

 

 

２ 共生社会の実現に向けた推進体制の強化  

○共生社会の実現、支え愛地域づくりの推進など、多様化・複雑化する福祉課題に、より一層迅

速かつ的確に対応するため、福祉保健部の体制を整備。 

 

 

３ 県立ハローワーク開設に向けた体制整備  

 ○産業振興、子育て支援、移住促進など、県の施策と一体的に職業紹介や産業人材の確保に取り

組む「県立ハローワーク」開設に向けた体制を整備。 

 

 

４ 会計審査体制の強化  

 ○会計事務をより一層的確かつ効率的に行うため、本庁組織に加えて地方機関の会計審査も集中

実施する体制を整備。 

 

 

５ 環境放射能モニタリング体制の整備  

 ○原子力防災機能を一層高める環境放射能モニタリングの拠点施設が平成２９年度内に完成す

ることを踏まえ、その運用を的確に実施するための体制を整備。 

 

 

６ 教職員の人材育成や働き方改革を進める体制を整備  

 ○教職員がしっかりと子どもたちに向き合う時間を確保し、資質・能力を高めながら、生き生き

と働くことができる学校づくりを進めるため、学校種の枠を越えて、教職員の人材育成・確保

や業務改善、働き方改革を推進する体制を整備。 

 

 

７ 県立美術館整備に向けた体制の整備  

 ○県民とともに新たな美術館づくりを着実に進めていくため、博物館に「美術館整備準備室」を

設置。 



主な組織案の概要（詳細版） 
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                  中部地震復興本部事務局  中部地震住宅支援本部 

                              

 

元気づくり総本部  危機管理局  総 務 部  地域振興部  

 

 

１ 中部地震からの復興 
 

○中部地震からの一日も早い復興と、震災前にも増して一層力強い地域づくりを進めるため、

被災住宅の支援をはじめとする復興の取組を迅速かつ強力に展開する体制を整備。 
 

⇒ 知事の直轄組織として「中部地震復興本部事務局」を設置し、取組体制を強化。 

  この事務局の所在地は中部とし、市町村や震災復興活動支援センター等と密接に連携

して活動。また、中部地震住宅支援本部を生活環境部と共管する。 

[所在地：倉吉市（中部総合事務所内）] （生活環境部と共管） 

（中部総合事務所長 兼職） 
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     福祉保健課 
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      福祉保健課    
    福祉監査指導課 
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    長寿社会課 
 

子育て王国推進局 
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 商工労働部  

   雇用人材局 
 
     就業支援課 

       
        
 
 
 
 
 
 
 

商工労働部  

  雇用人材局 
 
    就業支援課 
       県立ハローワーク開設準備室 
               
 

２ 共生社会の実現に向けた推進体制の強化 
 

 ○共生社会の実現、支え愛地域づくりの推進など、多様化・複雑化する福祉課題に、より一

層迅速かつ的確に対応するため、福祉保健部の体制を整備。 

⇒ 福祉保健部に「ささえあい福祉局」を設置。 

３ 県立ハローワーク開設に向けた体制整備 
 

○産業振興、子育て支援、移住促進など、県の施策と一体的に職業紹介や産業人材の確保に

取り組む「県立ハローワーク」開設に向けた体制を整備。 

⇒ 雇用人材局就業支援課に「県立ハローワーク開設準備室」を設置。 



 
 

 

 

 

 

 

 会計管理者  

  会計局 
 
    審査出納課 
 
 
 

 総合事務所（中部・西部） 

  地域振興局 
 
    会計総務課 
 
 
 
 
  
 
 

 会計管理者  
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   統括審査課 
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 生活環境部                  生活環境部  

衛生環境研究所               衛生環境研究所 

 

                       原子力環境センター  

 

 

 

４ 会計審査体制の強化 
 

 ○会計事務をより一層的確かつ効率的に行うため、本庁組織に加えて地方機関の会計審査も

集中実施する体制を整備。 

⇒ 会計管理者会計局に「統括審査課」を設置。 

・支出負担行為・支出仕訳書等の審査業務 

・総務業務 

・支出負担行為・支出仕訳書等の審査業務 

知事部局・教育委員会事務局の地方機関 
（県立学校を除く） 

５ 環境放射能モニタリング体制の整備 
 

 ○原子力防災機能を一層高める環境放射能モニタリングの拠点施設が平成２９年度内に完成

することを踏まえ、その運用を的確に実施するための体制を整備。 

⇒ 生活環境部に「原子力環境センター」を設置。 

⇒ 危機管理局と生活環境部の共管とし、原子力災害発生時等における迅速かつ的確な環

境放射能分析を実施。 

環境中の放射線・放射性物質のモニタリング 

[所在地：湯梨浜町南谷] 

（危機管理局と共管） 
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     高等学校課 
    
 
 
 
 

教育委員会  

  事務局 
     教育総務課     
           
     教育人材開発課 

 

     小中学校課 
    
     特別支援教育課 
    
     高等学校課 
        
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

教育委員会  

  事務局 
      

博物館 
        総務課     
                
        学芸課 
        美術振興課 
 

教育委員会  

  事務局 
      

博物館 
        総務課     
        美術館整備準備室 

        学芸課 
        美術振興課 
 

 
 

６ 教職員の人材育成や働き方改革を進める体制を整備 
 

 ○教職員がしっかりと子どもたちに向き合う時間を確保し、資質・能力を高めながら、生き

生きと働くことができる学校づくりを進めるため、学校種の枠を越えて、教職員の人材育

成・確保や業務改善、働き方改革を推進する体制を整備。 

⇒ 教育総務課、小中学校課、特別支援教育課、高等学校課から人事・組織管理等の業務

を集約して「教育人材開発課」を設置。 

・給与・手当・旅費、業務改善、時間外勤務

の縮減、働き方改革等 

・教職員の採用・人材育成、服務管理等 

 

・教職員の採用・人材育成、服務管理等 

 

・教職員の採用・人材育成、服務管理等 

 

７ 県立美術館整備に向けた体制の整備 
 

 ○県民とともに新たな美術館づくりを着実に進めていくため、博物館に「美術館整備準備室」

を設置。 


